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風水害時の「命を守る行動」 問 吉備庁舎総務課

避難情報の意味は理解できていますか？
　洪水や土砂災害のリスクが高まった際は、町から避難情報を発令します。避難情報が発令された場合は、
非常事態です。情報が発令された場合は、早め早めの命を守る適切な行動をとってください。

避難行動は「命を守る行動」
　町が開設する避難場所へ避難するほか、災害リスクの少ない親戚宅や友人宅へ避難
させてもらうことも避難行動の一つです。

　また、浸水や土砂の流入は１階ほど被害を受けやすいため、大雨が降り続いている
時は、「２階に上がる」ことも命を守る行動です。外が危険な状況では無理に屋外に避
難するのではなく、屋内の高いところに避難してください。
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　「高齢者」「体の不自由な人」「小
さな子どもがいる人」「不安を感
じる人」などは、避難を開始し
てください。
　上記以外の人は、気象情報な
どに注意し、いつでも避難行動
に移れる準備を始めてください。

速やかに避難を
開始してください。

緊急に避難してください。

【洪水】
　河川の水位が上昇し続ける恐
れがあり、今後、氾濫の危険が
あります。

【土砂災害】
　土砂災害の前兆現象が確認さ
れ、土砂災害発生の恐れがあり
ます。また、土砂災害発生の危
険性が非常に高まっています。

　河川の氾濫・土砂災害がいつ
起こってもおかしくありません。
　既に発生していることがあり
ます。

屋外の状況 取るべき避難行動


